
 

 

（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
選任警備員指導教育責任者及び選任機械警備業務管理者フ

ァイル 

行政機関等の名称 石川県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ
かさどる組織の名称 

生活安全部生活安全企画課 

個人情報ファイルの利用目的 
警備業の認定その他警備業法（昭和47年法律第117号）に関

する事務の適正な遂行を確保するために利用する。 

記録項目 

１認定証番号、２警備業者名、３受理警察署、４営業所番号、

５管内営業所名称、６設置年月日、７管内営業所所在地、８

管内営業所電話番号、９取り扱う警備業務の区分、10警備業

務の種別、11現任責任者講習受講日、12変更年月日、13廃止

年月日、14選任警備員指導教育責任者の配置状況、15選任警

備員指導教育責任者の氏名、16選任警備員指導教育責任者

の住所、17選任警備員指導教育責任者の性別、18選任警備員

指導教育責任者の生年月日、19選任警備員指導教育責任者

の業種等、20選任警備員指導教育責任者の資格者証の交付

公安委員会、21選任警備員指導教育責任者の資格者証番号、

22基地局番号、23基地局名称、24基地局所在地、25基地局

電話番号、26選任機械警備業務管理者の氏名、27選任機械警

備業務管理者の住所、28選任機械警備業務管理者の性別、29

選任機械警備業務管理者の生年月日、30選任機械警備業務

管理者の資格者証の交付公安委員会、31選任機械警備業務

管理者の資格者証等番号、32待機所名称、33待機所所在地 

記録範囲 選任警備員指導教育責任者及び選任機械警備業務管理者 

記録情報の収集方法 申請者からの申請その他法令に基づき収集する。 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 警察庁 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（名 称）石川県警察本部警務部県民支援相談課 

（所在地）石川県金沢市鞍月１丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に
よる特別の手続等 

警備業者に係る２、５、７、９、15及び16の記録項目の内容

に変更があった場合の訂正については、警備業法第11条第

１項及び警備業法施行規則（昭和58年総理府令第１号）第17

条第２項による。機械警備業者に係る１、23、24、26、27、

32及び33の記録項目の内容に変更があった場合の訂正につ



 

 

いては、警備業法第41条及び警備業法施行規則第56条第２

項による。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 

 

 



 

 

（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 警備業者役員等ファイル 

行政機関等の名称 石川県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ
かさどる組織の名称 

生活安全部生活安全企画課 

個人情報ファイルの利用目的 
警備業の認定その他警備業法（昭和47年法律第117号）に関

する事務の適正な遂行を確保するために利用する。 

記録項目 

１認定証番号、２認定証交付公安委員会、３主たる営業所が

所在する都道府県、４主たる営業所の営業所番号、５受理警

察署、６警備業者名、７警備業者の住所、８警備業者の電話

番号、９法人等の種別、10代表者の氏名、11代表者の住所、

12代表者の性別、13代表者の生年月日、14代表者の本（国）

籍、15認定失効の事由、16認定年月日、17更新年月日、18変

更年月日、19認定失効年月日、20返納年月日、21主たる営業

所の営業所名称、22主たる営業所の所在地、23役員の役職、

24役員の氏名、25役員の住所、26役員の性別、27役員の生

年月日、28役員の本（国）籍、29営業開始年月日、30営業廃

止年月日、31届出公安委員会、32管外営業所名称、33管外営

業所所在地、34行政処分の登録警察本部、35処分番号、36処

分事由、37処分の種類、38処分年月日、39処分対象者の氏

名、40処分対象者の住所、41処分対象者の性別、42処分対象

者の生年月日、43処分対象者の本（国）籍、44処分対象者の

属性、45送致年月日、46起訴・不起訴の別、47行政処分営業

所名称、48行政処分営業所停止期間 

記録範囲 警備業者の役員及び代表者 

記録情報の収集方法 申請者からの申請その他法令に基づき収集する。 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 警察庁 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（名 称）石川県警察本部警務部県民支援相談課 

（所在地）石川県金沢市鞍月１丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に
よる特別の手続等 

３、６、７、10、21、22、24、25、32及び33の記録項目の

内容に変更があった場合の訂正については、警備業法第11

条第１項及び警備業法施行規則（昭和58年総理府令第１号）

第17条第２項による。機械警備業者に係る１及び２の記録



 

 

項目の内容に変更があった場合の訂正については、警備業法

第41条及び警備業法施行規則第56条第２項による。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 

 

 



 

 

（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 出会い系サイト事業者管理ファイル 

行政機関等の名称 石川県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ
かさどる組織の名称 

生活安全部生活安全企画課 

個人情報ファイルの利用目的 

インターネット異性紹介事業（以下「出会い系サイト事業」

という。）の届出その他インターネット異性紹介事業を利用

して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成15年

法律第83号、以下「出会い系サイト規制法」という。）に関

する事務の適正な遂行を確保するために利用する。 

記録項目 

１届出受理番号、２届出受理課署、３届出受理年月日、４共

同事業者番号、５法人・個人の別、６法人の名称、７法人の

住所及び電話番号、８代表者の氏名、９代表者の生年月日、

10代表者の性別、11代表者の住所及び電話番号、12代表者

の本（国）籍、13事務所の所在地、14事務所の電話番号、15

事務所のメールアドレス、16事業開始年月日、17事業変更年

月日、18事業廃止年月日、19変更の事由又は廃止の事由、20

備考、21役員登録の届出受理課署、22役員登録の届出受理年

月日、23役員の氏名、24役員の生年月日、25役員の性別、26

役員の住所、27役員の本（国）籍、28役員の就任年月日、29

役員の退任年月日、30役員の変更の事由又は退任の事由、31

呼称等登録の届出受理課署、32呼称等登録の届出受理年月

日、33呼称管理番号、34広告又は宣伝で使用する呼称、35送

信元識別符号、36児童でないことの確認の方法、37サイト運

営開始年月日、38サイト運営終了年月日、39呼称等の変更の

事由又は廃止の事由 

記録範囲 

都道府県公安委員会に対して出会い系サイト事業の開始、変

更、廃止の届出をした事業者、共同事業者、当該届出をした

事業者又は共同事業者が法人である場合の代表者及び役員 

記録情報の収集方法 届出者からの届出その他法令に基づき収集する。 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 警察庁 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（名 称）石川県警察本部警務部県民支援相談課 

（所在地）石川県金沢市鞍月１丁目１番地 



 

 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に
よる特別の手続等 

６から15まで、23から30まで及び34から38までの各記録項

目の内容に変更があった場合の訂正については、出会い系サ

イト規制法第７条第２項及びインターネット異性紹介事業

を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行

規則（平成15年国家公安委員会規則第15号）第２条第１項に

よる。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 

 

 



 

 

（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 探偵業管理ファイル 

行政機関等の名称 石川県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ
かさどる組織の名称 

生活安全部生活安全企画課 

個人情報ファイルの利用目的 

探偵業の届出その他探偵業の業務の適正化に関する法律（平

成18年法律第60号、以下「探偵業法」という。）に関する事

務の適正な遂行を確保するために利用する。 

記録項目 

第１探偵業者 

１届出証明書番号、２受理警察署、３受理年月日、４受理番

号、５法人等の種別、６探偵業者(1)商号、名称又は氏名(2)

住所(3)生年月日(4)性別(5)電話番号、７営業所(1)名称(2)

住所及び電話番号(3)設置年月日(4)種別、８広告宣伝をする

時の名称、９代表者(1)氏名(2)住所及び電話番号(3)生年月

日(4)性別(5)本（国）籍、10廃止事由、11開始届出年月日、

12変更届出年月日、13変更年月日、14再交付申請年月日、15

再交付年月日、16廃止届出年月日、17廃止年月日、18訂正年

月日 

第２役員 

１届出証明書番号、２受理警察署、３受理年月日、４役員(1)

役職(2)氏名(3)住所(4)生年月日(5)性別(6)本（国）籍、５開

始届出年月日、６変更届出年月日、７変更年月日、８訂正年

月日 

第３行政処分 

１処分公安委員会、２処分番号、３届出証明書番号、４処分

事由、５処分の種類、６処分年月日、７処分対象者の属性、

８送致年月日、９起訴・不起訴の別、10廃止命令の有無（事

由）、11探偵業者名、12処分対象者(1)氏名(2)住所(3)生年

月日(4)性別(5)本（国）籍、13行政処分営業所(1)名称(2)停

止期間、14廃止年月日、15訂正年月日 

記録範囲 

探偵業者の新規、変更、再交付、廃止及び訂正、法人の場合

の役員の新規、変更及び訂正、探偵業者の新規行政処分及び

処分の訂正 

記録情報の収集方法 届出者からの届出その他法令に基づき収集する。 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 警察庁 



 

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（名 称）石川県警察本部警務部県民支援相談課 

（所在地）石川県金沢市鞍月１丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に
よる特別の手続等 

第１の６(1)、６(2)、７(1)、７(2)、７(4)、８、９(1)及び

９(2)並びに第２の４(2)及び４(3)までの記録項目の内容に

変更があった場合の訂正については、探偵業法第４条第２項

及び探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則（平成19

年内閣府令第19号）第３条第１項による。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 

 

 



（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 猟銃・空気銃等管理ファイル 

行政機関等の名称 石川県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称 

生活安全部生活安全企画課 

個人情報ファイルの利用目的 

猟銃及び空気銃等の許可その他銃砲刀剣類所持等取締法

（昭和33年法律第６号、以下「銃刀法」という。）に関する

事務の適正な遂行を確保するために利用する。 

記録項目 

１銃種、２許可証番号、３本（国）籍、４住所、５氏名、６

性別、７生年月日、８登録事由発生年月日、９許可番号、10

有効期間、11商品名等、12銃口径、13銃特徴、14銃番号、

15銃全長、16銃身長、17適合実（空）包、18替え銃身本数、

19替え銃身、20用途別、21管轄警察署、22追加打刻番号、

23記事、24取消事由又は失効事由、25問題銃状態 

記録範囲 

銃刀法第４条第１項第１号、第３号、第４号、第５号、第５

号の２及び第５号の３の規定による銃砲の所持の許可を受

けた者、第９条の４第１項第１号の規定により指定を受け

た教習射撃場を管理する者（第９条の６第２項の規定によ

り届出があった場合）、第９条の９第１項第１号の規定によ

り指定を受けた練習射撃場を管理する者（第９条の11第２

項の規定により届出があった場合）、譲渡を受けた銃砲店又

はクロスボウ販売事業者（第８条第３項の規定による抹消

の申請又は第９条第３項の規定による許可証の返納があっ

た場合） 

記録情報の収集方法 申請者からの申請その他法令に基づき収集する。 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 警察庁 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地 

（名 称）石川県警察本部警務部県民支援相談課 

（所在地）石川県金沢市鞍月１丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定
による特別の手続等 

３から６まで、15、16及び18から20までの記録項目の内容

に変更があった場合の訂正については、銃刀法第７条第２

項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（昭和33年総理府

令第16号）第32条による。 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



 

 

（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
１１０番アプリシステムによる通報の受理に関する聴取メ

モファイル 

行政機関等の名称 石川県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ
かさどる組織の名称 

生活安全部通信指令課 

個人情報ファイルの利用目的 迅速かつ的確な初動警察活動を行うために利用する。 

記録項目 

１受理者、２管轄、３件名、４受付番号、５受付日時、６発

生時刻、７都道府県、８住所、９目標物、10言語、11関係、

12けが人（有無）、13救急車（要不要）、14救急車が必要な

人数、15携帯 

情報（機種、ＯＳ）、16位置情報（緯度、経度、誤差）、17

事前登録内容(1)名前(2)性別(3)年齢(4)電話番号(5)メール

（アドレス）(6)自宅住所(7)言語(8)その他（障害の状況等）、

18経過、19受信画像 

記録範囲 
１１０番アプリシステムによる通報をした者及びその受理

者 

記録情報の収集方法 通報者及び受理者による入力又は自動取得 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（名 称）石川県警察本部警務部県民支援相談課 

（所在地）石川県金沢市鞍月１丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に
よる特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



 

 

（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 通行禁止道路通行許可申請者ファイル 

行政機関等の名称 石川県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ
かさどる組織の名称 

金沢西警察署、小松警察署、白山警察署 

個人情報ファイルの利用目的 
通行禁止道路通行許可申請事務の適正な遂行に資するため

に利用する。 

記録項目 

１標章管理番号、２許可証の番号、３許可の年月日、４申請

者の住所氏名、５車両の種類、６車両番号、７許可の期間、

８許可の区間、９取扱者 

記録範囲 通行禁止道路通行許可の申請者 

記録情報の収集方法 通行禁止道路通行許可申請者からの申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 警視庁及び道府県警察本部 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（名 称）石川県警察本部警務部県民支援相談課 

（所在地）石川県金沢市鞍月１丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に
よる特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



 

 

（別記様式第２号） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 小型無人機等飛行通報情報ファイル 

行政機関等の名称 石川県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ
かさどる組織の名称 

警備部警備課 

個人情報ファイルの利用目的 

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の

禁止に関する法律（平成28年法律第９号）第１条の重要施設

の警戒警備をはじめとする各種警察活動において、小型無人

機等の飛行の適法性、所有者情報等の確認を行うために利用

する。 

記録項目 

１受理警察署、２機器の種類、３機器の特徴、４製造者、５

名称、６製造番号、７登録記号、８色、９大きさ、10積載物、

11その他の特徴、12備考、13通報年月日、14飛行開始日時、

15飛行終了日時、16飛行の目的、17飛行に係る区域、18操

縦者の氏名、19操縦者の氏名カナ、20操縦者の生年月日、21

操縦者の住所、22操縦者の電話番号、23操縦者の勤務先の名

称、24操縦者の勤務先の所在地、25操縦者の勤務先の電話番

号、26同意者氏名（委託機関の名称）、27同意者の住所（委

託機関の所在地）、28同意者（委託機関）の電話番号 

記録範囲 

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の

禁止に関する法律第10条第３項の規定による通報を行った

者及び対象施設の管理者等の同意者 

記録情報の収集方法 
重要施設の周辺地域の上空で小型無人機等を飛行する者か

ら提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 警察庁 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（名 称）石川県警察本部警務部県民支援相談課 

（所在地）石川県金沢市鞍月１丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に
よる特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 



 

 

備   考  

 


